
 

 

期 間 令和８年２月１６日（月）～ ３月１６日（月）（土、日及び祝日を除く） 

※ただし、３月１日の日曜日は開場します。 

時 間 
 受 付 

午前８時３０分から午後４時まで 

・確定申告会場への入場には、ＬＩＮＥによる 

オンライン事前予約が必要です。 

・当日、確定申告会場でも入場整理券

を配付しておりますが、長時間お待ち 

いただく場合があります。 

・混雑状況に応じて、入場整理券の配 

付を早く終了する場合があります。 
 

 相 談 午前９時１５分から午後５時まで 

場 所 東京都中央区築地５－３－１『東京国税局１階』 

☆ ３月中は、大変混雑することが予想されますので、２月中の来場をお勧めします。 

☆ 郵送で提出する場合は、別添チラシの「郵送による書類の送付先にご注意ください」をご参照ください。 

☆ 令和７年分の申告・納税期限等は次のとおりです。 

 申 告 の 種 類 申告・納税期限 振替納付日 

 所 得 税 及 び 復 興 特 別 所 得 税 ３月１６日（月） ４月２３日（木） 

 個 人 事 業 者 の 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 ３月３１日（火） ４月３０日（木） 

 贈 与 税 ３月１６日（月）  

☆ 納税は、振替納税をご利用ください。ご利用には「振替依頼書」を、上記の納税期限までに税務署または

金融機関の窓口に書面でご提出していただくか、オンライン（e-Tax）によりご提出いただく必要があります。 

なお、贈与税には振替納税はありません。 

☆ 令和８年２月１３日（金）以前は、確定申告会場を開設しておりません。 

※税理士による無料申告相談の日程については裏面をご覧ください。 

 

 

回
覧

申告書の作成・送信は マイナポータル連携で更に便利に！ 確定申告会場が、上野合同庁舎から東京国税局に変わります！ 
確定申告会場は、令和８年 2月 1６日（月）から に開設します。 

※東京上野税務署内・浅草税務署内に確定申告会場はありません。 

 

LINE 予約 
 はこちら↓ 

大江戸線 築地市場駅 A2・A3 出口 徒歩 1 分 
日比谷線 東銀座駅 3・5・6 番出口 徒歩 7 分 
日比谷線 築地駅 1・2 番出口 徒歩 8 分 



 

 

 各会場ともに混雑回避のため、「事前申込（オンラインのみ）」が必要となりますので、ご了承ください

（詳細は下記留意事項をご確認ください。)。 

 

東京上野税務署管内の方の申告相談 
期  間 会  場 所在地 時  間 

令和８年 

１月２８日（水） 

１月２９日（木） 

台 東 区 役 所 

（１０階１００１会議室） 

東上野 

４－５－６ 

【受付】 

午前９時３０分から午後３時３０分まで 

【相談：午前の部】 

午前９時３０分から正午まで 

【相談：午後の部】 

午後１時から午後４時まで 

令和８年 

２月５日（木） 

金 杉 区 民 館 
（１階第２、第３集会室） 

※下谷分館ではありません 

下谷 

３－１－３０ 

  
浅 草 税 務 署 管 内 の 方 の 申 告 相 談 

期  間 会  場 所在地 時  間 

令和８年 

２月３日（火） 

 

２月６日（金） 

台 東 区 民 会 館 
( ８ 階 第 ２ 会 議 室 ) 

花川戸 

２－６－５ 

【受付】 

午前９時３０分から午前１１時３０分まで 

午後１時から午後３時３０分まで 

【相談：午前の部】 

午前９時３０分から正午まで 

【相談：午後の部】 

午後１時から午後４時まで 

 

【 対象者 】 年金受給者、給与所得者、小規模納税者の方 

※１ 土地、建物及び株式などの譲渡所得がある方は対象となりません。 

 ２ 小規模納税者とは、事業所得、不動産所得または雑所得を有する方のうち、令和６年分の所得金額（専

従者控除前または青色専従者給与及び青色申告特別控除前）が 300万円以下の方を指します。 

 

～ 税理士による無料申告相談についての留意事項 ～ 
☆ 申告書等の提出のみの場合は、郵送にて別添チラシの送付先へご提出いただくか、直接所轄の税務署に

お持ちください。 

☆ 源泉徴収票などの申告書作成に必要な書類、マイナンバーカード(お持ちでない場合は、運転免許証等

の身元確認書類及び通知カード等のマイナンバーが分かる書類)、スマートフォンまたはタブレット等を

ご持参ください。 

  また、マイナンバーカード発行時にご自身で設定した①利用者証明用電子証明書（数字４桁）、②署名

用電子証明書（英数字６文字以上16文字以下）の２つのパスワードをご用意ください。 
 
☆ オンラインによる事前申込は、令和８年１月９日（金）から可能と 

なります。詳細につきましては、右記事前申込サイトを参照願います。 

※ 東京上野税務署管内にお住まいの方と浅草税務署管内にお住まいの 

方とでは使用する二次元コードが異なりますので、ご注意ください。 

 ※ 税務署、地方団体及び会場等での電話申込は受け付けておりません。 

 また、事前申込専用番号による電話申込も受け付けておりませんの 

で、ご注意ください。 

☆ 一部、当日入場整理券の配付を行いますが、無くなり次第終了となり 

ますので、是非、事前申込をご利用ください。 

☆ お車でのご来場はご遠慮ください。 

「税理士による無料申告相談～申告書を作成して提出できます～」の日程 

※１ 

 

※２ 

 

～ 

  事前申込サイト(東京上野) 

 

事前申込サイト(浅草) 

 

管轄区域はこちら↓ 

管轄区域はこちら↓ 

https://coubic.com/
asakusazei/booking_
pages#pageContent 

https://coubic.com/
uenozei/booking_pag
es#pageContent 


